
平成 21 年 11 月 5 日 

受益者の皆様へ 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 

 

投資信託約款変更の実施決定のお知らせ 

「J オープン（店頭・小型株）」 

 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、標記投資信託につきましては、重大な約款変更を行う旨を平成 21 年 9 月 29 日（火）の日本経

済新聞に公告するとともに、同様の内容を同日付の書面にて受益者様に対し通知し、平成 21 年 11 月

4 日（水）までその異議申立てを受付けておりました。 

この結果、本約款変更に異議を述べられた「Ｊオープン（店頭・小型株）」（以下当ファンド）受益者様

の受益権の口数が、約款変更公告日（平成 21 年 9 月 29 日）現在の当ファンドの信託約款に係る受益

権総口数の２分の１以下となりましたので、当初予定どおり信託約款を平成 21 年 11 月 12 日（木）付で

変更し、平成 21 年 12 月 8 日（火）より適用いたします。 

 

今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
本約款変更の概要について 

○投資対象の変更 

【変更前】ジャスダック証券取引所上場株式、わが国の金融商品取引所第二部上場株式および

取得時の発行済株式数（換算ベース）※が 6,000 万株未満の第一部上場の小型株式

ならびに地方単独上場株式を主要投資対象とします。 

※発行済株式数（換算ベース）＝当該銘柄の発行済株式数×（換算額面÷50 円） 

 

【変更後】わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象としま

す。 

 

敬具 

 

このお知らせに関するお問い合わせ先：三菱ＵＦＪ投信株式会社 

               お客様専用フリーダイヤル0120-151034  

             （受付時間：土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く9：00～17：00） 

  

 


